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   国立大学法人筑波大学職員職務評価規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この法人規程は、国立大学法人筑波大学本部等職員就業規則（平成１７年法人規則第７

号。以下「本部等職員就業規則」という。）第１０５条、国立大学法人筑波大学附属病院職員就

業規則（平成１７年法人規則第１２号。以下「附属病院職員就業規則」という。）第１０４条及

び国立大学法人筑波大学附属学校職員就業規則（平成１７年法人規則第１７号。以下「附属学

校職員就業規則」という。）第１００条の規定に基づき、国立大学法人筑波大学に勤務する職員

（大学教員を除く。以下同じ。）の職務評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （対象者） 

第２条 職務評価は、次の各号に掲げる職員について実施する。 

 (1) 附属学校教員 

 (2) 事務職員 

 (3) 技術職員 

 (4) 医療職員 

 (5) 技能職員 

 (6) 労務職員 



２ 前項の規定にかかわらず、本部等職員就業規則第２６条、附属病院職員就業規則第２６条及

び附属学校職員就業規則第２３条に規定する育児休業を承認された職員に替えて臨時的に任用

された者については、職務評価は行わない。 

 

 （実施権者） 

第３条 職務評価の実施権者は、任命権者とする。 

 

 （評価の種類及び実施の日） 

第４条 職務評価は、定期評価及び試用期間職務評価とする。 

２ 定期評価は、毎年１０月１日に実施するものとする。 

３ 実施権者は、前項に規定する定期評価の日に適正な職務評価を行うことができないと認める

場合においては、適正な職務評価を行うことができると認める日に定期評価を実施する。 

 

 （試用期間職務評価） 

第５条 試用期間職務評価は、本部等職員就業規則第７条、附属病院職員就業規則第７条及び附

属学校職員就業規則第７条に規定する試用期間中の職員について実施する。 

２ 試用期間職務評価は、試用期間開始後５か月（附属学校教員については１０か月）を経過し

た日に実施する。 

 

 （評価者及び調整者） 

第６条 実施権者が職務評価を実施する場合は、評価者及び調整者を指名してこれを行うものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施権者は、特に必要があると認める場合は、評価者又は調整者

を変更することができる。 

３ 評価者は、職員の職務に対する勤務状況を評価し、実施権者に報告するものとする。 

４ 調整者は、評価者の行った職員の職務評価について調整するものとする。 

 

 （評価の方法） 

第７条 職務評価は、職名ごとに定めた評価項目等を用いて行う。 

 

 （意見の聴取） 

第８条 評価者、調整者又は実施権者は、評価を行うに当たって必要と認めるときは、評価を受

ける職員の職務の実態をよく把握している者の意見を聴くことができる。 

 

 （記録書の提出、保管等） 

第９条 評価者は、職務評価を実施したときは、職務評価記録書又は試用期間職務評価記録書（以

下単に「記録書」という。）を、実施の後速やかに提出しなければならない。 

２ 記録書は、当該記録書に係る実施の時期から５年間保存するものとする。 

 



 （雑則） 

第１０条 この法人規程に定めるもののほか、職員の職務評価に関し必要な事項については、別

に定める。 

 

附 則 

この法人規程は、平成１６年５月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 

附 則（平１６．６．３法人規程４０号） 

この法人規程は、平成１６年６月３日から施行する。 

 

附 則（平１７．３．２４法人規程３０号） 

この法人規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平１８．２．２３法人規程４号） 

この法人規程は、平成１８年３月１日から施行する。 

 

附 則（平１８．３．２３法人規程２１号） 

この法人規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

   

附 則（平１８．１１．２０法人規程５４号） 

この法人規程は、平成１８年１２月１日から施行する。 

 

附 則（平１９．３．２２法人規程２６号） 

この法人規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２０．３．１３法人規程１７号） 

１ この法人規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この法人規程の施行に伴う必要な措置については、学長が別に定める。 

 

附 則（平２０．６．１２法人規程４１号） 

１ この法人規程は、平成２０年７月１日から施行する。 

２ この法人規程の施行に伴う必要な措置については、学長が別に定める。 

 

附 則（平２０．９．１９法人規程５３号） 

１ この法人規程は、平成２０年１０月１日から施行する。 

２ この法人規程の施行に伴う必要な措置については、学長が別に定める。 

 

附 則（平２１．３．２６法人規程１６号） 

１ この法人規程は、平成２１年４月１日から施行する。 



２ この法人規程の施行に伴う必要な措置については、学長が別に定める。 

 

附 則（平２４．３．２９法人規程１９号） 

この法人規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２４．１１．２２法人規程６２号） 

１ この法人規程は、平成２４年１２月１日から施行する。ただし、次項の規定は、平成２５年

４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人筑波大学職員職務評価規程の一部を次のように改正する。 

  別表第１のアイソトープ総合センターの職員の項を削る。 

 

附 則（平２５．３．２８法人規程３２号） 

この法人規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２６．３．２７法人規程１９号） 

この法人規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２６．９．２５法人規程６２号） 

１ この法人規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 

２ 平成２６年１０月１日に実施する職務評定については、この法人規程による改正後の国立大

学法人筑波大学職員職務評価規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


